
 

   

 『新しい相続・財産管理の方法～民事信託～』 

 第９回 受託者について正しく知ろう！Part２ 
 

 前号に続き，受託者についてご説明をいたします。 

受託者を誰にするか 

 家族信託を考えるに当たり，受託者を誰にするかは重要なポイントです。委託者との信頼関係があ

ることは当然ながら，受託者と受益者，そしてその家族との関係，信託の目的や信託財産の内容によ

っては，受託者が信託事務を適切に行なえるかどうかなど，総合的に判断することが必要でしょう。

ただ，近くに子や家族などの適任者がいない場合も少なくありません。その場合，相談された弁護士

や司法書士に受託者になって欲しいという要望もあるかと思います。しかし，家族信託は信託業法の

資格制限規定がありますので，業として受託者となるには，資格が必要です。もし適格者がいない場

合は，信託会社や信託銀行に財産管理を依頼することになるでしょう。 

受益者の任意後見人は受託者になれるのか 

 任意後見人と受託者を兼ねることができるかという問題があります。この点に関しては見解の分か

れるところですが，任意後見人と受託者の関係は多くの場合，利益相反の関係が生じると言えますの

で，任意後見人の代理権の範囲が信託財産を除く身上監護等を主に分掌するものであれば，就任は可

能であるという見解が有力です。 

一般の法人は受託者になれるか 

 受託者については，法人の場合，その法人の定款の目的の範囲であれば受託者になれますが，ここ

でも信託業法の問題をクリアする必要があります。信託を業として受託する場合は，資格のある株式

会社でなければならないとされています。ここでいう「業」とは，「営利の目的」をもって「反復継

続」して行うことが要件とされています。営利を目的としない，一回限りの民事信託の受託という目

的の場合は反復継続性があるとは考えずに，信託業の対象とはしていないという見解も多く，一般社

団法人や株式会社を設立して，唯一委託者の財産だけを管理するという法人を受託者とする信託を利

用している例も少なくありません。 

受託者を複数にできるか 

 受託者を複数とする民事信託の設定は可能です。受託者複数の信託においては，信託事務にあたっ

ての意思決定をいかにするかが問題となります。基本的に，信託の事務処理についての原則は受託者

の過半数をもってするとされています。この場合でも，保存行為については各受託者が単独でこれを

行うことができます。しかし，受託者が複数になることは，受託者双方に信頼関係がない場合や意見

が合わない場合に，信託が機能しない（停滞する）ことも考えられますので，受託者を複数とする信
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託の設定は慎重に検討するべきでしょう。 

受託者は第三者委託が可能か 

 信託制度は，受託者に対する個人的な信頼を基礎とする財産管理制度ですが，現代社会は分業化・

専門化が進んでおり，全ての事務処理を 1人で行うのは現実的ではありません。信託法では第三者に

信託事務処理を委託することを大幅に認め，受託者は信託事務の処理を第三者に委託することがで

き，また，信託契約で当該委託する相手を指名することもできるようになっています。 

受託者の死亡により任務が終了した場合 

 受託者の任務終了については前号でお伝えいたしましたが，個人が受託者の場合，予期せぬ出来事

により，受託者が受益者より先に死亡するということも考えられます。また，事故や病気により，受

託者が任務を遂行できないことも考えられます。このように受託者の任務が途中で終了した場合は，

新たな受託者を選任する必要があります。信託契約書に新受託者に関する定めがあるときは，その定

めに従って受託者を選任します。もし，契約書に新受託者となるべき者として指定された者が信託の

引受をせず，もしくは受託することができないときは，委託者及び受益者はその合意により，新受託

者を選任することができます。民事信託の場合は，長期にわたることが考えられるので，あらかじめ

契約書には，最初の受託者だけでなく，万が一の場合に備えた予備の受託者を定めておくことが望ま

しいでしょう。 

（文責 ： 司法書士 重信吉孝） 

 

 本レポートは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については各々固有・格別の事情・状況に応

じた適切な助言を求めていただく必要がございます。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的な見解

であり、当法人若しくは当グループ又は当法人のクライアントの見解ではありません。 

 PLUS Report では、本誌をより充実させ皆様に有益な情報を発信していくため、皆様のご意見・ご感想をお

待ちしております。採りあげますテーマなどお気軽にご意見やご要望をお寄せ頂けましたら幸いです。（PLUS 

Report 事務局 plus-report2@plus-office.com） 
 

 

（お問合せ先） プラス事務所～司法書士法人・土地家屋調査士法人・行政書士法人～ 

             博多オフィス   司法書士 重信吉孝  

東京オフィス 〒104-0031 

 東京都中央区京橋1丁目1番1号 八重洲ダイビル5F 

 TEL 03-3516-1447 / FAX 03-3516-1448 

佐世保オフィス 〒857-0041 

 長崎県佐世保市木場田町1番1号 松永ビル1F 

 TEL 0956-23-5400 / FAX 0956-23-5440 

熊本オフィス 〒860-0806 

 熊本市中央区花畑町4番1号 太陽生命熊本第2ビル 6F 

 TEL 096-342-4300 / FAX 096-342-4302 

福岡オフィス 〒810-0001 

 福岡市中央区天神2丁目14番8号 福岡天神センタービル3F 

 TEL 092-752-8266 / FAX 092-752-8267 

博多オフィス 〒812-0012 

 福岡市博多区博多駅中央街８番２７号 第１６岡部ビル１０F 

 TEL 092-461-7750 / FAX 092-461-7751 
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